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1．報告の背景と目的 

 韓国は、1988年のソウルオリンピック頃から外国人労働者流入の時代を迎えた。政府は、1991年に海

外投資企業研修制度、次いで 1993年には産業研修制度を採用した。しかし、この制度のもとでは、低賃

金、強制労働、賃金遅配、暴力などの問題が生じ、労災補償もなかった。研修生の職場離脱、不法就労

も増え、2002 年には、未登録労働者が、約 29 万人に上った。そのため政府は、研修制度の見直しを進

め、2004 年に「外国人労働者の雇用等に関する法律」を施行し、雇用許可制を導入した。そして 2007

年には、増加する外国人労働者や結婚移住者を包摂する多文化共生社会を築く方向で「在韓外国人処遇

基本法」、さらに 2008 年には結婚移住者と子供らの安寧な暮らしのための「多文化家族支援法」を制定

した。 

 こうした韓国における制度改革については、すでに金梅（2005）、白井京（2008）、宣元錫（2010）な

どの報告があるが、現地での外国人労働者・結婚移住者支援活動の実状や課題に関する報告は少ない。

筆者は、現地の第一線で支援活動に携わる公的機関と市民団体を訪問し、聴き取り調査と資料収集をお

こなった。本報告の目的は、その結果を述べ、日本の参考になる事項について考察することである。 

 
2．方法 

 訪問先は、公的機関が 3ヵ所と市民団体が 7ヵ所で、具体的には、2009年 3月に安山外国人勤労者セ

ンター（政府委託機関、安山市）と、移住民通訳支援センター（公的施設内で NGO、安山市）、同年 11

月に梁山外国人労働者の家（キリスト教系市民団体、梁山市）と、多文化家族支援センター（市委託機

関で NPO、梁山市）、2010年 8月に水原移住民センター（市民団体、水原市）、水原市外国人福祉センタ

ー（市委託機関、水原市）、仁川外国人勤労者センター（政府委託機関、仁川市）、外国人勤労者相談所

（仁川広域市南区附設、仁川市）、富川移住労働者福祉センター（社団法人、富川市）、同年 9月には大

田移住労働者連帯（民間団体、太田市）である。聴き取りは、各機関・団体の活動状況、活動のなかで

把握された外国人労働者の状況、今後の支援活動や制度改善の課題について実施した。また、各機関・

団体の活動に関する資料と韓国労働部の資料を収集した。聴き取り結果と収集資料の記述を対照させつ

つ、現状を分析した。 

 

3．結果と考察 

 2010 年 8月時点では、雇用許可制で来韓した外国人労働者を支援する組織としては、韓国労働部から

業務委託された｢勤労者支援センター｣が全国に８ヵ所、行政機関に登録された市民団体が同じく約 150

ヵ所ある。政府は、雇用許可制以前から活動していた市民団体には、これまでの外国人労働者への寄与

の大きさを認め、団体支援金を拠出して、外国人労働者への支援活動に対し協力を求めている。他に登

録はされていないが、外国人労働者を支援している団体や個人などがあった。 

 公的機関と市民団体が行っている外国人労働者への支援については、それぞれの支援団体の規模によ
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り多少の違いはあるが、以下のようである。①相談支援（賃金・退職金・産業災害・疾病・不当労働・

事業場移動・書類作成方法など）、②教育支援（韓国語・コンピューター・労働法などの法律・帰還教育

など）、③無料診療支援、④韓国伝統文化事業（旧正月やチュソクの行事など）への参加、⑤文化（衣食

住）・国別コミュニティ支援、⑥移住者のための多文化体験支援などの幅広い共通点があった。これらの

事業を推進していくために必要不可欠なのが、通訳者の存在と財政問題である。現在韓国は 15ヵ国と二

国間協定を結んでいるため、公民問わず支援団体は、様々な国の外国人労働者に対応するために、常勤

あるいはボランティアとして通訳者の協力を得ている。小規模な支援団体では、通訳者も 3-4名と少な

いため、外国人労働者の相談を出身国で限定している所もあった。公的機関の勤労者支援センターは、

基本的には 15 ヵ国の外国人労働者を対象としている。通訳者の中には、10 年以上韓国で生活している

結婚移住者や、旧ソ連地域の独立国家共同体から来た外国国籍同胞など 5ヵ国語を操る人もいた。 

 財政問題については、政府委託機関と政府からの支援金を受けている団体がかなり有利な立場にある。

しかし調査した水原市の例では、市が外国人への支援機関を 1ヵ所しか認めない政策を 2006年末に決め

たために、2000年から外国人労働者を支援していた市民団体は、公的支援金を中止され、活動場所の転

居も余儀なくされた。この団体は、市民や外国人労働者などから、長年の外国人労働者支援活動を評価

され、継続を望む人々からの活動場所の提供と、社会福祉共同募金会から「愛の果実」という名の資金

提供を受け、支援活動を継続している。 

韓国における外国人労働者政策のもう一つの課題は、多数の未登録労働者である。公的機関は基本的

に未登録労働者の支援活動はしていない。調査した市民団体は、未登録労働者はもちろん、団体によっ

ては結婚移住者とその子供たちへの支援を拡大し、行政の手が行き届かない人々にも支援の手を差しの

べている。そして、職場離脱や家庭内暴力を受けたりして行き場のない移住者には、シムトといわれる

避難所を設け、宿泊所と簡単な食事提供をして、自立の手助けをしている。 

以上のように韓国における外国人労働者への支援活動は、かなり幅広く行われている。大田市では、

60以上の医療機関が協力して、移住外国人のための医療支援を毎日曜日行い、昨年 1年間で 3千人以上

の利用をえていた。これらの支援活動には、宗教の関わりも大きいようだが、個々人の努力も大きい。 

日本では、1988 年に『今後における外国人労働者受入れの方向』（労働省職業安定局）の中で「雇用

許可制」の構想が出されたが、実行に至っていない。韓国の雇用許可制、多文化共生社会を築く政策、

外国人労働者を含む移住者への支援活動の経験を生かしつつ、日本の現状に合った外国人研修・技能実

習制度の改善、外国人受入れ政策の見直しなどを検討することが必要と思われる。 
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